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令和６年度における県内の精神科病院における 

障害者虐待の状況の公表について 

 
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第４０条の７の規定に基づき、県内の精

神科病院における令和６年度の業務従事者による障害者虐待の状況について公表します。 

令和６年４月１日の法改正を踏まえて、今回が初めての公表となります。 

 

記 

 

１ 主な公表事項（詳細は、別添のとおり） 

⑴ 
業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者

を発見した者による通報件数 
２０件 

⑵ 
業務従事者による障害者虐待を受けた精神障害者による 

届出件数（※） 
２６９件 

⑶ ⑴ 、⑵のうち、虐待の事実を認定した件数 ４件 

※内容としては、入院生活での不満や苦情（虐待を疑わせるものではない）が多い。 

同一人物と思われる者が複数回届出を行っている場合（最も多い者だと６０件程度）が 

確認できる。 

 

２ 虐待と認定した案件（４件）に関する状況 

事案の概要 
認定の 

類型 

虐待を行った 

業務従事者の職種 
講じた措置 

患者を突き飛ばし床に押し倒した。 

患者の顔面を掴んだ。 

身体的 

心理的 
看護師１名 

報告徴収等 

改善計画の提出 

改善報告の提出 

患者を拳で叩いた。 身体的 看護師１名 

報告徴収等 

改善計画の提出 

改善報告の提出 

患者を壁に押さえつけ顔を掴んだ。 

患者を大声で注意した。 

身体的 

心理的 
看護補助者１名 

報告徴収等 

改善計画の提出 

改善報告の提出 

患者に向かって複数回足をあげた。 身体的 看護師１名 

報告徴収等 

改善計画の提出 

改善報告の提出 
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